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“税務の職場”
何でも110番
zenkokuzei@aol.com

全
国
税
は
、
職
場
で
起
こ
っ
た

問
題
を
解
決
す
る
た
め
「
税
務

の
職
場
、
何
で
も
一
一
○
番
」

を
常
時
設
置
し
て
い
ま
す
（
電

話
と
Ｆ
Ａ
Ｘ
は
上
記
の
番
号
ま

で
ど
う
ぞ
）。

◇全国税ホームページ ◇
http://www.kokko-net.org/zenkokuzei

え
な
い
。

目
を
引
く
の
は
、
ア
ウ
ト

ソ
ー
シ
ン
グ
推
進
経
費
と
ア

ル
バ
イ
ト
賃
金
の
増
加
要
求

で
、
昨
年
の
要
求
よ
り
25
億

円
を
上
積
み
し
た
。
非
コ
ア

業
務
を
ア
ル
バ
イ
ト
と
派
遣

社
員
で
処
理
し
て
い
く
と
い

う
既
定
の
方
針
に
沿
っ
た
要

求
だ
が
、
労
働
組
合
と
し
て

は
賛
同
で
き
な
い
。
「
百
年

８
月
末
、
国
税
庁
の
19
年

度
予
算
の
概
算
要
求
が
明
ら

か
に
な
っ
た
。
税
務
行
政
や

職
員
の
働
く
環
境
整
備
に
関

連
す
る
。

ポ
ス
ト
で
は
、
署
の
特
別

調
査
官
の
増
設
を
や
っ
と
要

求
し
た
。
し
か
し
、
相
談
官

の
要
求
は
ゼ
ロ
。
上
席
６
級

吹
き
抜
け
と
上
席
６
級
格
付

け
に
は
及
び
腰
の
感
が
ぬ
ぐ

の
計
」
を
誤
る
こ
と
に
な
る

と
警
鐘
を
鳴
ら
し
た
い
。

e-

Ｔ
a
x
の
運
用
と
利

用
促
進
経
費
１
０
６
億
円
を

要
求
。
毎
年
１
０
０
億
円
前

後
を
要
求
す
る
e-

Ｔ
a
x
。

金
も
労
力
も
大
変
な
お
荷
物

に
な
っ
て
い
る
。

へ
の
過
剰
な
政
治
的
配
慮
と

見
ら
れ
、
自
ら
の
存
在
意
義

を
否
定
す
る
行
為
」
▼
政
府

税
調
は
中
長
期
の
税
制
改
革

に
向
け
た
指
針
で
あ
る
「
中

期
答
申
」
の
提
出
を
見
送
っ

た
▼
同
日
、
石
会
長
は
談
話

を
発
表
し
、
09
年
度
基
礎
年

金
の
国
庫
負
担
割
合
引
上
げ

の
た
め
に
は
「
消
費
税
を
そ

の
財
源
と
し
て
位
置
付
け
る

に
つ
い
て
、
検
討
す
る
必
要

が
あ
る
」
と
提
言
▼
そ
の
後

の
記
者
会
見
で
、
今
後
、
法

人
税
率
の
引
下
げ
も
必
要
と

の
考
え
を
示
唆
。
ま
た
今
後

検
討
す
べ
き
項
目
と
し
て
、

配
偶
者
控
除
の
縮
小
・
廃
止

を
列
挙
し
た
▼
「
役
割
を
放

棄
し
て
消
費
税
隠
し
に
加
担

し
、
国
民
の
判
断
材
料
を
奪

っ
た
」
と
の
批
判
に
応
え
る

姿
勢
は
カ
ケ
ラ
も
見
ら
れ
な

い
。

「
現
在
の
税

調
制
度
が
発

足
し
て
以
来

初
め
て
の
事

態
」
「
ポ
ス

ト
小
泉
政
権

老後老後
大
改
悪
へ
策
動
中

政
府
は
２
０
１
０
年
に
、

国
家
公
務
員
の
職
域
年
金
廃

止
を
決
め
た
。
そ
れ
に
合
わ

せ
て
退
職
金
の
見
直
し
も
視

野
に
お
き
、
改
正
に
向
け
た

資
料
を
つ
く
る
よ
う
人
事
院

に
指
示
し
て
い
た
。

人
事
院
は
７
月
か
ら
調
査

を
開
始
し
、
９
月
上
旬
調
査

を
終
了
。
結
果
を
10
月
に
発

表
す
る
と
し
て
い
る
。

民
間
企
業
を
調
査
し
た
人

事
院
は
９
月
11
日
、
国
公
労

連
に
対
し
て
、
「
非
常
に
厳

し
い
。
職
域
部
分
に
相
当
す

る
年
金
水
準
と
、
退
職
手
当

の
支
給
水
準
の
現
状
維
持
と

い
う
要
望
に
応
え
る
こ
と
は

難
し
い
」
と
回
答
。

ま
た
、
制
度
見
直
し
に
つ

い
て
は
、
「
具
体
的
制
度
設

計
ま
で
言
う
こ
と
に
な
ら
な

い
が
、
単
に
官
民
の
退
職
給

付
の
水
準
比
較
だ
け
を
言
う

こ
と
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
」

と
踏
み
込
む
回
答
を
し
た
。

そ
れ
も
そ
の
は
ず
。
人
事

院
は
、
調
査
対
象
の
企
業
規

院
は
は
じ
い
て
お
り
、
こ
れ

が
ゼ
ロ
に
な
る
。
そ
こ
で
退

職
金
を
分
割
払
い
し
、
退
職

公
務
員
の
老
後
を
カ
バ
ー
す

る
よ
う
に
制
度
を
変
え
る
。

下
図
は
退
職
金
の
削
減
な

し
で
、
経
過
措
置
等
を
見
ず

に
分
割
払
い
の
年
数
を
10
年

と
単
純
化
し
た
想
定
。
年
金

が
い
か
に
も
増
え
る
よ
う
に

見
え
る
が
、
手
取
り
総
額
は

２
２
０
万
円
の
減
と
な
る
カ

ラ
ク
リ
で
あ
る
。

問
題
は
退
職
金
の
削
減
率

で
、
大
幅
な
手
取
り
減
が
想

定
さ
れ
る
。
制
度
も
退
職
時

の
一
時
払
い
額
と
分
割
払
い

の
年
数
設
定
し
だ
い
で
、
ど

う
に
で
も
で
き
る
の
だ
。

模
を
こ
れ
ま
で
の
１
０
０
人

以
上
か
ら
50
人
以
上
に
引
き

下
げ
た
。
こ
の
階
層
で
は

15
％
に
退
職
金
制
度
自
体
が

な
く
、
ま
た
企
業
年
金
制
度

が
あ
る
の
は
46
％
で
半
分
に

も
満
た
な
い
。
初
め
か
ら
仕

組
ま
れ
た
調
査
な
の
だ
。

政
府
と
人
事
院
の
狙
い
を

大
胆
に
想
定
し
て
み
よ
う
。

退
職
し
た
公
務
員
が
生
涯

で
受
け
取
る
職
域
年
金
部
分

は
平
均
２
２
０
万
円
と
人
事

19年度概算要求

外注化 加速

■
一
体
ど
う
な
る

■
人
事
院
が
示
唆

さ
ら
に

前
々
号
「
北
か
ら
南
か
ら
」
の

四
日
市
分
会
の
記
事
は
他
署
の
　

事
で
あ
り
、
訂
正
し
ま
す
。

〈
出
題
〉
九
段
　
西
村
一
義

中
級
ク
ラ
ス

〈
ヒ
ン
ト
〉
端
の
攻
防
戦
と

な
る
。

（
10
分
で
初
段
）

持
駒
　
角
金
歩

タタガガガガ タタ
【北海道・道中支部】
９月12日、札幌局当

局は、「掲示板を管理で

きる組合員がいるので

あれば貸与する」と北

海道地連に新提案をし

てきました。

組合側から貸与を申

し入れれば貸すという

もので、それまでの人

事院登録による複数確

認などの条件を撤廃さ

せた画期的なものです。

これは前近代的な労

務管理を撤廃させるた

たかいの前段階での勝

利であり、全国の一人

分会を大きく励ますも

のです。

同時に、函館分会が

事実で示したように、

粘り強くたたかえば必

ず局面は打開できるも

ので、情勢はこうした

たたかいを求めていま

す。
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が
仕
事
の
指
示
・
指
導
を

し
て
い
る
▼
正
し
く
超
勤

時
間
は
把
握
さ
れ
、
手
当

は
支
給
さ
れ
て
い
る
で
し

ょ
う
ね
。
ま
さ
か
サ
ー
ビ

ス
残
業
に
な
っ
て
は
い
な

い
で
し
ょ
う
ね
？
。

統
括
が
復
命
!?

▼
個
人
課
税
四
部
門
と
五

部
門
を
一
緒
に
し
、
五
統

は
調
査
専
担
に
な
る
、
部

門
職
員
と
同
じ
く
四
統
に

復
命
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。

勤
手
当
は
減
っ
て
い
る
。

二
年
目
は
26
％
減
！

▼
一
元
化
従
事
職
員
41
名

で
試
行
し
て
き
た
Ａ
署
、

今
年
30
名
体
制
で
26
％
強

減
に
な
っ
た
。

ま
さ
か
…
…

▼
朝
、
８
時
半
頃
、
職
場

で
は
す
で
に
仕
事
の
真
っ

盛
り
。
統
括
官
等
の
幹
部

連
帯
感
回
復
!!

▼
一
元
化
試
行
署
で
は
誰

が
何
を
や
っ
て
い
る
の
か

わ
か
ら
な
か
っ
た
。
一
元

化
で
な
い
署
に
異
動
し
て

連
帯
感
が
感
じ
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。

７
月
か
ら
変
化
!?

▼
こ
と
し
７
月
、
ア
ウ
ト

ソ
ー
シ
ン
グ
を
前
提
に
し

た
担
当
者
替
え
が
行
わ
れ

た
▼
申
告
書
が
書
け
な
い

来
署
者
も
こ
れ
ま
で
一
元

化
窓
口
で
対
応
し
て
き
た

が
、
担
当
部
門
で
の
対
応

に
変
更
。
来
署
者
を
二
、

三
階
の
事
務
系
統
に
上

げ
、
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
も

「
崩
れ
た
」
▼
一
元
化
で

散
ら
ば
っ
た
源
泉
担
当
者

を
含
め
て
未
納
整
理
を
行

っ
て
き
た
が
、
７
月
10
日

以
降
、
一
元
化
従
事
職
員

の
未
納
整
理
事
務
は
一
切

認
め
な
く
な
っ
た
。

〈
解
答
〉
３
二
金
打

１

二
玉

１
三
歩
　
同
玉

２
二
角
　
１
二
玉
　
１
一

角
成
　
同
玉
　
１
三
香
　
　
　

同
桂
　
２
一
金
寄
　
１
二

玉
　
２
二
金
ま
で
13
手

詰
。

〈
解
説
〉

３
二
金
打
ち
で
　

１
二
玉
と
追
い
、

１

三
歩
の
た
た
き
か
ら
　
２

二
角
、
さ
ら
に
　
１
一
角

成
が
詰
手
筋
で
、

９
手

目
１
三
香
が
決
め
手
と
な

る
。

果
た
し
て
効
率
的
？

▼
入
力
事
務
も
所
得
税
と

法
人
税
の
申
告
書
は
全
く

違
う
▼
管
理
と
源
泉
の
統

括
官
・
連
調
だ
け
が
責
任

者
で
翌
日
の
指
示
事
項
を

決
め
る
た
め
連
日
超
勤
▼

一
元
化
の
研
修
が
な
く
、

毎
日
朝
礼
で
指
示
が
あ
る

の
み
▼
机
の
配
置
は
一
元

化
で
も
決
裁
は
事
務
系
等

ご
と
▼
事
務
運
営
や
人
事

評
価
方
法
は
ア
イ
マ
イ
▼

休

暇

が

と

り

づ

ら

い

(

例
・
窓
口
グ
ル
ー
プ
８

月
は
23
日
中
15
日
従
事)

。

ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
は
？

▼
仕
事
を
覚
え
て
も
ら
う

の
に
時
間
が
か
か
る
▼
契

約
期
間
が
短
期
で
人
が
絶

え
ず
変
わ
り
、
一
か
ら
教

え
る
の
で
は
非
効
率
。

行
（一）
職
員
に
な
る
？

▼
一
元
化
部
門
職
員
は
将

来
、
行
（一）
職
員
に
な
る
と

い
う
ウ
ワ
サ
が
あ
る
が
本

当
な
の
か
。

▼
一
元
化
施
行
後
、
内
部

事
務
担
当
者
の
超
勤
が
多

い
。
水
曜
日
は
18
時
ま
で
、

そ
れ
以
外
ほ
と
ん
ど
す
べ

て
の
日
が
２
〜
３
時
間
超

勤
。
署
幹
部
は
「
一
元
化

後
は
超
勤
が
減
っ
た
」
と

い
っ
て
い
る
。
確
か
に
超

名古屋局では

別
記
・
調
査
方
法

「
①
視
閲
対
象
十
二
署
の

副
署
長
を
通
じ
、
調
査
担

当
者
百
九
十
二
名
、
統
括

官
四
十
八
名
か
ら
調
査
事

務
の
取
組
み
方
を
聴
取
、

②
一
般
調
査
担
当
者
（
上

席
以
下
）
に
対
し
、
実
地

調
査
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー

ト
調
査
に
よ
り
意
識
等
を

把
握
」
し
た
も
の
。

①
で
は
、
「
少
人
数
編
成

で
、
中
堅
職
員
が
不
足
、
空

洞
化
の
状
況
」
に
あ
り
、

「
調
査
の
質
の
低
下
を
招
い

て
い
る
」
と
問
題
点
を
分
析

し
た
上
で
、
「
…
…
人
事
交

流
を
図
り
、
核
と
な
る
者
の

配
置
」
や
「
二
つ
の
部
門
の

グ
ル
ー
プ
運
営
の
導
入
」
を

提
言
し
て
い
る
。

②
で
は
、
調
査
力
の
観
点

一
般
部
門
の
調
査
底
上
げ
に
躍
起

局
長
要
請
で
監
督
官
が
現
場
チ
ェ
ッ
ク

与
え
ら
れ
た
件
数
を
こ
な
す

だ
け
」
の
者
が
見
受
け
ら
れ
、

「
面
倒
な
こ
と
を
敬
遠
す
る

と
い
っ
た
傾
向
が
見
受
け
ら

れ
る
」
と
指
摘
。

そ
の
た
め
、
統
括
官
に
対

し
、
「
上
席
に
対
す
る
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
を
よ
り
一
層
充
実

し
、
任
せ
き
り
に
す
る
こ
と

な
く
正
面
か
ら
向
き
合
い
的

確
な
指
導
を
行
う
必
要
が
あ

る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

ど
に
よ
り
現
状
の
改
善
」
を

進
言
。

署
幹
部
の
コ
ー
チ
ン
グ
、

ヒ
ア
リ
ン
グ
の
方
法
と
し

て
、
「
個
人
課
税
に
あ
っ
て

は
『
進
捗
状
況
整
理
簿
』
、

法
人
課
税
に
あ
っ
て
は
『
指

令
簿
』『
評
価
シ
ー
ト
』『
処

理
状
況
報
告
書
』
『
署
Ｌ
Ａ

Ｎ
事
績
集
計
シ
ス
テ
ム
』
等
、

既
存
の
事
務
管
理
ツ
ー
ル
を

十
分
に
活
用
し
、
…
…
問
題

の
あ
る
部
門
を
早
期
に
発
見

し
、
統
括
官
に
対
し
て
的
確

に
指
導
を
行
う
」
よ
う
求
め

て
い
る
。

前
号
で
お
知
ら
せ
し
た
よ

う
に
、
東
京
局
で
は
突
如
だ

さ
れ
た
指
針
に
振
り
回
さ
れ

て
い
る
。

調
査
に
着
手
す
る
ま
で
の

手
順
（
右
表
）
、
さ
ら
に
復

命
文
書
（
経
過
報
告
書
）
も

原
則
副
署
長
に
隔
週
で
提
出

し
、
調
査
項
目
や
展
開
の
指

示
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ

た
。「

副
署
長
が
全
部
み
る
」

震
源
地
は
こ
こ
に
あ
っ
た
。

ノ
ル
マ
が
法
令
順
守
意
識
蝕
む

人
ご
と
で
な
い
社
保
庁
「
不
正
免
除
問
題
」

納
税
シ
ス
テ
ム
の
普
及
は
連

動
し
て
進
む
の
か
」
等
々
の

問
題
を
ク
リ
ア
し
な
い
ま

ま
、
高
い
壁
を
よ
じ
登
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
税
理
士

か
ら
も
「
申
告
書
等
控
に
署

受
付
印
が
押
さ
れ
な
い
、
税

理
士
署
名
押
印
も
で
き
な
い

の
で
は
…
」
と
逡
巡
す
る
声

も
聞
こ
え
て
く
る
。

し
か
し
、
「
言
い
訳
は
無

用
」
「
た
だ
実
行
し
結
果
を

出
す
こ
と
の
み
」
と
言
わ
ん

ば
か
り
の
檄
が
上
で
も
下
で

も
飛
び
交
っ
て
い
る
。

す
で
に
法
人
で
は
、
統
括

官
の
「
年
間
60
日
調
査
日
数

確
保
計
画
」
を
下
方
修
正
、

そ
の
内
20
日
を
「
タ
ー
ゲ
ッ

ト
を
絞
っ
た
個
別
勧
奨
」
に

あ
て
た
。

個
人
で
も
、
か
つ
て
の

「
青
色
勧
奨
」
を
は
る
か
に

超
え
る
「
e-

T
a
x
勧
奨
」

が
始
ま
ろ
う
と
し
て
い
る
。

「
I
T
新
改
革
戦
略
」、
財
務

省
の
「
行
動
計
画
」
に
規
定

さ
れ
、
国
税
の
職
場
で
も
現

在
0.1
％
の
利
用
率
を
今
年
度

以
降
、
毎
年
２
％
、
３
％
、

８
％
、
22
％
、
50
％
と
引
き

上
げ
て
い
く
目
標
が
掲
げ
ら

れ
た
。

「
I
C
カ
ー
ド
リ
ー
ド
ラ

イ
タ
等
の
費
用
が
か
か
る
」

「
添
付
書
類
を
別
途
送
付
、

持
参
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
「
地
方
税
電
子
申
告
・

調調
査査
削削
りり
個個
別別
勧勧
奨奨
にに
出出
向向
くく

「
国
税
庁
の

当

面

の

最

重

要

課

題

は
e-

T
a

x

の

利

用

拡

大

」

―

い

つ

で

も

ど
こ
で
も
、

内

で

も

外

で

も

連

発

す

る

庁

局

署
幹
部
。

政

府

の

「
事
務
所
グ
ラ
ン
プ
リ
」

と
称
す
る
ノ
ル
マ
主
義
競
争

を
持
ち
込
み
、
職
員
を
夜
討

ち
朝
駆
け
・
休
日
返
上
で
納

付
率
ア
ッ
プ
に
追
い
立
て
た

村
瀬
社
会
保
険
庁
長
官
の
顔

か
ら
、
「
…
調
査
に
対
す
る

意
欲
が
希
薄
化
、
表
面
的
な

調
査
を
指
向
」
「
…
議
論
を

好
ま
ず
、
会
話
力
が
低
下
し
、

疑
問
点
・
問
題
点
の
発
掘
に

至
ら
な
い
」
と
分
析
。
こ
う

し
た
現
状
を
「
喫
緊
の
課
題

と
し
て
と
ら
え
」
、
「
…
実
践

型
研
修
を
通
じ
、
会
話
力
、

基
礎
的
能
力
の
育
成
」
「
…

指
導
育
成
委
員
会
を
設
置
し

検
証
」
「
当
初
配
置
後
早
期

に
外
部
事
務
に
従
事
さ
せ
、

か
つ
３
年
程
度
連
続
し
て
経

験
さ
せ
る
」
よ
う
提
言
し
て

い
る
。

③
で
は
、
上
席
の
調
査
事
務

へ
の
取
組
み
の
問
題
点
と
し

て
、
「
ベ
テ
ラ
ン
上
席
の
一

部
に
は
マ
ン
ネ
リ
化
し
て
漫

然
と
調
査
す
る
な
ど
モ
チ
ベ

ー
シ
ョ
ン
が
著
し
く
低
下
し

て
い
る
」
「
進
捗
を
考
え
、

統
括
官
の
調
査
事
務
へ
の

取
組
み
で
も
、
「
形
式
的
な

選
定
、
Ｋ
Ｓ
Ｋ
シ
ス
テ
ム
ヘ

の
安
易
な
批
判
や
否
定
、
結

果
だ
け
の
復
命
聴
取
と
具
体

的
な
調
査
展
開
の
指
示
を
行

わ
な
い
」
と
の
問
題
点
を
指

摘
。「

モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
低

下
し
た
統
括
官
に
対
し
て

は
、
署
幹
部
に
よ
る
コ
ー
チ

ン
グ
や
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
通
じ

た
意
識
改
革
、
職
務
遂
行
能

力
に
応
じ
た
人
事
の
実
施
な

調査着手までの流れ(法人)
①統括官が選定し、担当者に調査事案交付
②担当者が準備調査、統括官に決裁受ける
③統括官が調査の要否判定
→着手事案について、副署長に準備調査表
の決裁を受ける(着手しない場合歴に編綴)

④副署長が調査の要否決定、指示事項を記載
※一般事案は統括官決裁時に調査予約

報告は、「調査事務底上げの観
点」から、一般部門の調査事務の
現状と問題点を、①部門構成から
生じる課題、②若手職員などの育

局長要請を受けた東京派遣監督評価官室
は、別記の方法で事務監察を行い、「調査事
務の現状」と題する報告を６月に行った。

成に係る課題、③調査への取組みとマネジメ
ントの在り方に係る課題、④調査事務、運営

いま東京局では
とどめ、みなさんからの異論・反論を待つこ
とにします。

に係る課題、⑤環境の変化に係る課題、の
観点から整理し、「今後の方向性について提
言した」というもの。

「調査は件数も中身も」の号令
に直結する「報告書」…今回､
①～③について監督評価室の
「分析・提言ポイントの紹介に

若
手
は
意
欲
が
希
薄
、

会
話
力
も
低
下
？

モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
急
低
落

の
ベ
テ
ラ
ン
上
席
？

副
署
長
が
全
部
み
る

一
般
調
査
部
門
は
空
洞
化
、

調
査
の
質
低
下
？

統括官も頼りない！？
縦・横・斜め、裏・表のチェック

署幹部が陣頭指揮を

一
元
化
で
確
か
に

超
勤
手
当
は
減
！

が
浮
か
ぶ
。

「
命
令
と
服
従
」
の
労
務

管
理
が
、
申
請
も
な
い
の
に

納
付
を
免
除
・
猶
予
す
る
な

ど
安
易
な
不
適
正
処
理
に
職

員
を
走
ら
せ
た
こ
と
は
記
憶

に
新
し
い
。

「
必
達
度
」
が
組
織
を
追

い
立
て
、
法
令
順
守
意
識
を

希
薄
に
し
た
社
保
庁
―
決
し

て
二
の
舞
に
な
っ
て
は
な
ら

な
い
。

法　人

統括官


